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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

公
民
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関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
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一 

 



 

一 

公
民
館
運
営
の
費
用
に
つ
い
て
も
右
と
同
様
に
思
う
が
如
何
。 

一 

社
会
教
育
法
の
主
旨
に
そ
つ
て
設
立
さ
れ
た
公
民
館
に
対
し
て
は
、
国
と
し
て
そ
の
費
用
を
分
担
す
べ
き
で
あ
る
が
、

現
状
並
び
に
将
来
の
見
透
し
は
ど
う
な
つ
て
い
る
か
。 

一 

公
民
館
の
設
立
進
行
の
状
態
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 

公
民
館
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 


